
 

２０２6 年度 長崎県 Jr ユースサッカーU‐14 トレセン大会 開催要項 

 

1．趣  旨  長崎県サッカー協会では、従来の短期的選手強化の繰り返しを反省し、長期的な計画に 

基づいた『トレーニングセンター構想』を設定する。中学生年齢層の優秀な選手に良い 

育成環境を与え、一貫指導によりレベルアップを図り高校生年齢層につなげることを念

頭に置き、基盤となる各地区トレーニングセンターの設置促進・育成と、優れた選手の

選考を兼ねて、『長崎県ＪｒユースサッカーＵ１４トレセン大会』を開催し、長崎県は

もとより日本サッカーの強化の柱となるような将来性のある選手が漏れなく吸い上げら

れるよう大会の充実を図ることを目指す。 

２．名  称 ２０２６年度 長崎県ＪｒユースサッカーU-14 トレセン大会 

３．主  催 （一社）長崎県サッカー協会 

４．主  管 （一社）長崎県サッカー協会第３種委員会  大村市サッカー協会 

５．後  援 長崎県教育委員会 （公財）長崎県スポーツ協会  大村市教育委員会 

６．協  賛 （公財）KTN スポーツ・文化振興財団 株式会社ミカサ 

７．期  日 令和８年６月２7 日（土）・２8 日（日） 

８．会  場 大村市古賀島スポーツ広場サッカー場・多目的広場    

９．参加資格 ①（公財）日本サッカー協会に登録済の選手で、２０１２年１月１日から２０１３年 

４月１日までに生まれた者で編成したチーム 

       ②帯同審判員を各２名以上（審判員証持参） 

10．競技規則 ①（公財）日本サッカー協会「サッカー競技規則２０２５／２０２６」による 

       ②チーム編人員は、監督１名、コーチ４名、選手２０名以内とする。 

        （総参加選手数 ８チーム １６０名) 

③ 選手交代は、９名以内とする。ただし、一度交代した選手はその試合に 

再出場することはできない。（負傷の場合は再交代可） 

④ 試合球は、５号球を使用する。 

⑤ 退場又は警告累積２回となった選手等は、次の試合は自動的に停止し、それ以降の 

処置については、大会の規律委員会の裁定に従う。 

11．競技方法 ① 県内７地区の選抜チームと県トレセン 1 チームの合計８チームを２ブロックに分け、 

総当たりの予選リーグを行う。順位決定戦は、予選リーグの成績によって行う。 

② 予選リーグ…試合時間は 60 分とし、同点の場合はＰＫ戦方式で勝敗を決める。 

順位決定戦…試合時間は 60 分とし、同点の場合はＰＫ戦方式で勝敗を決める。 

ただし、決勝戦は延長 10 分を行い、なお勝敗が決しない場合はＰＫ戦方式で順位 

を決定する 

③ リーグ戦の順位は、勝ち３点、PK 勝ち２点、PK 負け１点、負け０点の勝ち点を与

え、勝ち点の多いチームを上位とする。ただし、勝ち点が同じ時は(１)当該チーム

対戦の結果(２)得失点、(３）総得点の多い方を上位とし、これも同数の時は抽選と

する。 

 



 

12．チーム編成  

長崎市① 長崎市② 
佐世保市・平戸市 

壱岐市・北松浦郡 

大村市・東彼杵郡 

対馬市 

諫早市 
西彼杵郡 

西海市・五島 

島原市・南島原市 

雲仙市 
県トレセン 

 

13．表  彰 ① 上位３チームに賞状を授与 

② 最優秀選手に賞状、盾を授与 

14．参加申込 ① 参加料 選手１人１5００円（２０人の場合３０，０００円）※監督会議時にご提出ください。 

② ６月 23 日（火）までにメンバー表を技術副庶務嶺(鳴北中)までデータでご提出くだ

さい。 メールアドレス： fundamentalnobu@gmail.com  

鳴北中 Tel 095-881-1720  嶺携帯 080-1738-3347 

15．組 合 せ 県協会において組合せ抽選し、県協会ＨＰで公表いたします 

16．日  程 ６月２7 日（土）監督会議 ８：３０～ 全チーム参加 

       開 始 式  今回は開催しません。 

試   合  第１日目 8 チームを２ブロックに分けての予選リーグ 

              第２日目 予選リーグ残り１試合と順位決定戦 

表 彰 式 ６月２8 日（日） 決勝戦終了後〔上位 3 チームのみ参加〕 

17．そ の 他 ① 正規のユニフォーム（シャツ･ショーツ･ソックス）のほか、これと異なる 

予備のユニフォーム（シャツ･ショーツ･ソックス）を携行すること。 

② 背番号は必ず参加申込書に登録された選手固有の番号をつけること。 

③ アンダーウェアはユニホームと同色でなくても良いが、チームでは統一を図ること。 

（アンダーウェアが見える場合） 

④ 大会参加に要する経費は、各チーム及び選手の負担とする。 

⑤ 応急処置は各チームで行い、参加者は、必ずスポーツ安全保険に加入しておく。 

⑥ サッカーの指導現場における暴力根絶の宣言宣誓書（県様式）を大会初日に本部へ

提出する。 


